
ベンチャー起業の失敗要因に基づ く考察
一 教育 ・研修システムの改善への提言 と今後の検討課題
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は じ め に

日本においてもこれまでに何回かのベンチ ャーブームが起 きている1)。その

いずれもが不況への対応 として発生 したブームであるが,バ ブル崩壊後の平成

大不況においては,第 三次ベンチャーブームとして1994年 以降,米 国との比較

分析等が行 われ,1995年4月 には中小企業創造活動促進法が制定され,中 小企

業事業団(現 在の中小企業総合事業団)に よる 「ベンチ ャープラザ」や 「ベ ン

チャー財団」が1996年 に開設されるなど,ベ ンチャーブームの機運は間違いな

く高まっている。また,赤 字であっても研究開発型企業であれば公開できる「店

頭特別銘柄市場の開設 なども行われ(1995年),政 策面でもベ ンチャーの促進

を促そうとしている。このように,1994年 か らスター トした新産業創出の動向

は従来にない動 きを見せ,1997年 までにベンチャー起業支援インフラが猛烈な

スピー ドで整備 された。 しかし,起 業支援インフラが飛躍的に充実 したにもか

かわ らず,こ のインフラの活用によって具体的に起業件数が増加 した兆 しはな

い2)。

平成大不況からなかなか抜け出す ことができず,財 政的にも疲弊 しつつある

1)第 一 次 ベ ンチ ャー ブー ム は,第 一 次 石 油 シ ョック時 の1970年 初頭 か ら1973年 。

第 二次 ベ ンチ ャー ブ ー ム は,第 二 次石 油 シ ョッ クの後 遺 症 が癒 えた1982年 か ら

1986年 。

2)松 田 修 一著,『 起業 論』,日 本経 済新 聞社,1997。

〔261〕



262 商 学 討 究 第53巻 第1号

日本の現状に鑑みた とき,こ のベ ンチャー企業の創出促進は,国 家的な重要課

題の一つであることはまちがいない。つまり,一 部のベ ンチャーが成功すれば

よい ということではなく,全 体的にベンチャー起業の成功率,成 功件数をより

高めなければならなのであるが,実 態としては満足のできる状況 とはいえない。

例えば,筆 者は1999年 から北海道における 「ベ ンチャープラザ事業」(以 降,

ベ ンチャープラザinHOKKAIDO)に"プ レゼ ンテーシ ョンア ドバイザー"

として種々の協力 をしているが,し っか りとした定量的なデータはない3)も

のの,成 功率は極めて低い と考 えている。

本稿は,ベ ンチャープラザinHOKKAIDOが 開始 されてか ら5年 後の2000

年度に事業内容の見直しのために実施されたアンケー ト調査結果4)に 基づ き,

ベ ンチャー起業促進のための政策的要件などについて検討 ・考察するものであ

る。具体的な手順 としては,上 述 した2000年 度のアンケー ト結果から抽出され

た課題を出発点として,筆 者 らの支援経験や関係者などへのヒアリングなどに

基づ きベ ンチ ャー起業の失敗要因について仮説立案 し,こ れを既存の研究成果

などから裏付けるとともに,具 体的な解決のための要件や課題を考察する。

1.ベ ンチ ャープラザinHOKKAIDOの 概要 と課題

(1)事 業の概要

そ もそ もベ ンチ ャープラザ事業 とは,研 究開発型ベ ンチャー起業等へのス

キームとして1996年3月 に,経 済産業省 と中小企業総合事業団が主体 となって

創設された。その目的は,図 表1の ように定められている5)。

3)ベ ンチ ャー プ ラザinHOKKAIDO事 業 に お いて は,参 加 した起 業 家 に対 す る追

跡 調査 も2000年 まで は行 って きて いなか っ たた め。

4)筆 者 らが ア ンケ ー トを設計 し,分 析 し,北 海 道経 済産 業局 に提 言 を提 出。

5)平 成13年 度 版 『中小 企 業 施策 総 覧 一中小 企 業編 一』(財 団 法 人中小 企 業総 合研 究

機 構)よ り一 部修 正 の うえ抜 粋 。
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図表1.ベ ンチ ャー プ ラザ事業 の 目的

ベ ンチ ャー起 業 家 と投 資 家等 が 出会 う機会 の提 供 な どを行 い,ベ ンチ ャー

起 業家 が抱 えてい る様 々 な課題 の解 決 を支援 す るた め,次 の よ うな内容 の イ

ベ ン トを各経済 産 業局 ごとに開催 す る。

(ア)プ レゼ ンテ ー シ ョン(ビ ジ ネス プ ランの発 表)

資金 調達 や経 営パ ー トナ ー を求 め る方 々(起 業 家)が ビジ ネス プラ ン

を発表 し,会 場 参加 者(投 資家,業 務 提携 先 等)と の 質疑応 答,意 見 交

換 を行 う。

(イ)商 談 ・展 示 品 コーナ ー

ビジネ スプ ラ ン発 表者(起 業家)と 会場 参加 者 との 商談 ブー ス を設 け

る とと もに,商 談 を円滑 に行 うため に必要 な商品 の展示 を行 う。

(ウ)情 報提 供 コーナ ー

創 業 や ベ ンチ ャー 起業 に対 して 国や 関係 機 関 が実 施 して い る施 策 な

ど,各 種 の情報 を提 供す るコー ナー を設置 す る。

全国の各経済産業局6)で は上記 目的 に沿った事業を,中 小企業総合事業団

ともに主催する。ベ ンチ ャープラザinHOKKAIDOは その一環 として実施 さ

れる事業である。

(2)ベ ンチャープラザinHOKKAIDOへ のアンケー ト調査から抽出された課題

2000年 に実施 したアンケー トでは,1996年 の事業開始以降5年 間にわたって

発表された起業家及びブース出展企業81社に対して,成 功要因や失敗要因の実

態を調査するために実施された。調査内容は起業家の参加目的とその達成度合

い,お よび,産 学官連携やベンチャープラザ事業のあ り方など比較的多岐にわ

たってお り,そ の分析結果は北海道経済産業局産業部新規事業課に提 出7)さ

れ,2001年 度の事業内容の改善に役立てられた8)。

6)北 海 道,東 北,関 東,中 部,近 畿,中 国,四 国,九 州,沖 縄。 た だ し厳 密 に は,

沖縄 は経 済産 業 局で は な く,沖 縄総 合事 業 局。

7)溝 渕新 蔵,『 新規 創 業 促 進 の た めの ベ ンチ ャー プ ラザ事 業 及 び起 業 家 の 課 題』,

2001。

8)具 体 的には,起 業家 のプ レゼ ンテー シ ョンへ の助 言 ・支援 強化,起 業家 との面談 支

援 の期 間拡大,起 業家 の要 望 に基づ いて継 続支援へ の対応 が大 きな変 更点であ る。



264 商 学 討 究 第53巻 第1号

このアンケー トに基づ く分析の結果,参 加 した起業家の期待 と達成度合いの

差異か ら抽出された大 きな課題は以下の3点 であ り,ひ いてはこれらがベ ンチ

ャー起業失敗の大 きな要因になっていると推察される。

① 販路開拓が進まない事

② 資金調達機会が得 られない事

③ 企業経営上のパー トナーが見つか らない事

2.課 題の原因に関する仮説

本章では,ベ ンチャー起業家が抱える3つ の課題の裏に潜む原因,つ まり,

ベ ンチャー起業失敗 の真の原因について,筆 者の経験お よびベンチ ャープラザ

inHOKKAIDOの 関係者か らのヒアリングなどに基づいて仮説を構築する。

(1)ベ ンチャープラザinHOKKAIDOへ の協力活動を通 じて得 た所感および

その他関係者からのヒアリング結果

筆者が1999年 以降実際にベ ンチャープラザinHOKKAIDO事 業 にプレゼ ン

テーションア ドバイザーとして協力を開始して以来,色 々なア ドバイスや支援

を行ってきた中で,起 業家に対 して強 く感 じていることが らは図表2の 通 りで

ある。

図表2.起 業家に対する所感

・企業経営に関する基礎知識が極めて不足 している。

・参加しさえすれば販路が拓けると考えている。

・参加 しさえすれば直 ぐにでも資金を調達できると考えている。

・事業計画書の記載内容が不十分あるいは極めて稚拙である。

・資金計画が極めてずさんであり,実 現可能性が薄い。
・継続的な事業支援を望む参加者が少ない。

・参加者(投 資家,業 務提携先)と のネットワークの活用の仕方において積

極性に欠ける。(ただし,一 部の起業家からは,参 加者の積極さの無さを

指摘する意見もある)
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また,2000年 度に実施されたアンケー トに対する回答者81名(過 去にベ ンチ

ャープラザinHOKKAIDOに 参加 された起業家)の 内訳 は図表3の ようであ

り,担 当者や協力者に対するヒァリング結果からは,概 ね全体の傾向と一致 し

ているとのことであった。ただし,図 表3の 分類にかかわらず,す べての起業

家に対 して図表2の 課題 は該当している。そして,参 加 される起業家が抱える

最大の課題は資金調達である場合が圧倒的に多いようである。

なお,ベ ンチ ャープラザinHOKKAIDOの 関係者が声 をそろえて言ってい

る事柄の中で注 目すべ き点は,"事 業 として成功 しない ものが多いにもかかわ

らず,そ の事業のアイデアは素晴 らしいと思えるものが圧倒的に多い"と いう

点である。

図表3.起 業家の内訳

これから新規に事業を開始しようとしている起業家 9%

新規事業を開業後3年 未満の起業家 43%

新規事業を開業後4年

以上の起業家

自社での新規事業を目論む起業家 35%

自社の既存事業の拡大を目論む起業家 12%

(2)ベ ンチャー起業の失敗原因に関する仮説

(1)で述べた事柄 を整理すると,ベ ンチャー起業の失敗原因(た だし,政 策な

どによる支援する側の問題点を除 く)は,以 下の3点 に要約 されると考え られ

る。これらを,本 稿 におけるベンチャー起業の失敗原因に関する仮説 とする。

① 企業経営や組織運営,事 業計画書作成に関する知識や技能の不足(勉 強

不足)

② ベ ンチ ャープラザinHOKKAIDOの ような支援事業に対する誤解ある

いは企業経営に関する認識不足(資 金,販 路,パ ー トナーを何 もしな くて

も与えて くれる魔法のような救済政策であるとの勘違いや投資家や業務提

携先 とのネットワークの活用に対する消極的態度)

③ 事業 アイデアが素晴 らしいだけでは起業化は成功 しない

なお,既 に述べたが驚 くべ き点は,こ れらの仮説は,新 規にこれか らベンチ
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ヤー企業 を立ち上げようとしている起業家だけでなく,既 に企業経営 を何 らか

の形で実践 している起業家にも共通するとい う点である。

3.既 存の研究成果に基づく仮説の検証

本章では,ジ ェフリー ・A・ ティモンズの著 した 『ベ ンチャー創造の理論 と

戦略』9)に 基づいて,前 章で示 した3つ の仮説の検証を試みる。

3.1起 業家の企業経営や組織運営,事 業計画書作成に関する知識や技能の

不足

(1)成 功する起業家の特性

画期的な新技術や新 システムなどの事業アイデアがあれば,ベ ンチャー起業

の可能性が開けていると考えてしまう傾向が,起 業家だけでな く世間一般に蔓

延 しているようである。「アイデアがあるのであればとにか くやって見 るべ き」

とする考え方である。しか し,こ の考え方は安易で誤っている。ティモンズに

よると,成 功する起業家は,独 創性や革新性などの才能にとどまらず,経 営能

力,事 業のノウハウ,十 分な人脈 を備えているとし,そ の特性 を図表4の よう

に整理 している。つま り,起業家は単なるイノベータでもマネジャーでもなく,

その双方の能力および資質を備 えている必要があるということである。すなわ

ち,図 表4に 示 したように,経 営管理能力やビジネス ・ノウハウ,ネ ットワー

ク(関 係各位,各 機関との連携の維持,活 用)に 関して,高 いノウハウが必要

ということである。

9)ジ ェ フ リー ・A・ テ ィモ ンズ著,千 本倖 生+金 井信 次 訳,『 ベ ンチ ャー創 造 の 理

論 と戦 略』,ダ イアモ ン ド社,1997。
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イ ノ ベ ー タ 起 業 家

プロモ ー タ マ ネー ジャ/管 理 者
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図 表4.起 業家 の特 性
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(2)経 験を通 じた学習(五 万パターンの経験)

ティモ ンズは,起 業家が備えるべ きノウハウは,各 種経営理論等の専門的な

知識の獲得(学 習)だ けでなく,経 験を通 じた学習が重要 としている。

起業家 と自営業者の職歴に関す る調査によると,経 験とノウハウの蓄積がベ

ンチャーの成功 にとって最 も中心的な存在であ り,こ れは慎重な準備 と計画の

策定にも非常に密接に関連 しているそうである。いわゆる 「五万パター ンの経

験」の必要性である。

また,ほ とんどの起業家は,経 験 を通 じた学習を自然や偶然にまかせるので

はな く,意 図的に 「経験の学習」 を行っているそ うであ り,そ のためには 「自

分が何 を知っていて,何 を知 らないのかを知 る」ことが重要 となる。

(3)ビ ジネスプランの重要性

起業家であれば,事 業の開始に先立ち資金調達等の目的で,自 身の考える事

業に関するビジネスプランを作成する必要があることは言うまでもない。 ビジ

ネスプランとは,不 確実性の極小化 とリスクや変化の管理を通 じて,進 むべ き

方向,ベ ンチャー起業の将来について考える方策の一つであり,資 金調達の手

段 と位置付けられている。また,プ ランニングは目標 を達成するための方法 を

決定するプロセスであるとされている。 したがって,起 業においてビジネスプ

ランは不可欠 となる。
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ベ ンチ ャ ー プ ラザin且OKKAIDOで も,ビ ジ ネ ス プ ラ ンの 作 成 を指 示 ・支

援 しているが,多 くの起業家が十分なビジネスプランを作成できていないのが

現 状 で あ る。 図 表5に,ベ ンチ ャ ー プ ラ ザinHOKKAIDOで 示 して い る ビ ジ

ネスプラン(正 確 には戦略ビジネスプラン)の 記載項 目を示す。一方,テ ィモ

ンズが一般的なビジネスプランの記載項 目10)と してまとめた内容は図表6の

とお りであり,一 般的にこれを完成させるには数百時間の作業 と数ヶ月の期間

を要するとしている。

図表5と 図表6を 比較 した場合,ビ ジネスプランに記載する項 目の網羅性 と

図表5.ベ ンチ ャ ープ ラザinHOKKAIDOに お ける ビジ ネス プラ ンの記 載項 目

1.経 営 理 念 ・方 針

2.事 業 内 容

3.起 業 化へ の熱 意,将 来へ の 決 意,事 業 の ア ピー ルポ イ ン ト

4.過 去 の 実績,経 験技 術 の生 か し方

5.事 業 所 名,所 在 地,te1

6.代 表 者 名

7.設 立 年 月 日,資 本 金

8.従 業 員 数

9.設 備 内 容

10.現 在 の 資金 計 画 と今後 の資 金 計 画

11.事 業 のSWOT分 析
・商 品

・サ ー ビ ス

・特 殊技 術

・特 許

・ノウハ ウ な ど

12.事 前 の市 場 リサ ー チ,同 業 者 お よ び同 種 製 品 の競 合

13.仕 入 計 画,製 品 計 画,販 売 計 画,在 庫 計 画

14.主 た る仕 入 先,商 品供 給 先,決 済 方 法 な ど

15.マ ー ケ テ ィ ン グカ,市 場 規 模 と将 来 性,市 場 の ター ゲ ッ ト,販 売 ルー ト

16.中 期計 画,利 益 計 画

17.営 業 に反 映 させ る効 果

18.財 務計 画 に反 映 させ る効 果

19.支 援 を受 けつ づ け る体 制,財 務,販 売 他

20.ネ ッ トワ ー ク,情 報 の収 集 力 ・分 析 力

21.今 後 の事 業 展 開 につ いて

10)IT業 界 の よう に極 めて 迅速 な対応 が 必要 と され る業界 も存在 し,そ の よう な業

界 で はか な らず しも,図 表6に 示 したす べ ての項 目につ い て ビジネ スプ ラ ンを作

成す るわ けで はない との ことであ る。
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いう面で,明 らかに図表6が 優れてお り,こ れを記述するためには前述 した数

百時間という時間だけでなく,各 分野における相当の知識が必要 とされること

は明 らかである。

図表6.ビ ジネ スプ ランの 内容

1.概 要
A.事 業 と事 業 コ ンセ プ ト
B.起 業 機 会 と市 場 予 測

C.標 的 市 場 と市 場 予 測
D.競 争 優 位性

E.事 業 性,収 益 性 と収 穫 の可 能 性
F.経 営 チ ー ム

G.資 金 調 達

ll.業 界 と製 品 また はサ ー ビス

A.業 界
B.会 社 と事業 コ ンセ プ ト

C.製 品や サ ー ビ ス
D.市 場 参 入 と成 長 戦 略

皿.市 場調査 と分析
A.顧 客
B.市 場規模 とその動向
C.競 争 と競争優位性
D.推 定市場占有率 と売上高
E.継 続的な市場分析評価

IV.事 業 の経 済性

A.マ ー ジ ン と経 常 利 益
B.利 益 の 潜在 性 と持 続性
C.固 定 費,変 動 費,準 変動 費

D.損 益 分 岐 点達 成 に要 す る期 間
E.キ ャ ッ シュ フ ロー の 純増 加 に要 す る

期 間

V.マ ー ケテ ィ ング
A.マ ー ケ テ ィ ング戦 略概 要
B.価 格 政 策

C。 販 売 戦 略
D.サ ー ビス と製 品 保 証 政 策

E.広 告 宣 伝 と販 売 促 進
F.流 通 チ ャネ ル

VI.研 究 開 発
A.開 発 の 進捗 状 況

B.問 題 点 と リス ク
C.製 品 の 改 良 と新 製 品

D.開 発 費 用
E.特 許 権 等,知 的 所 有 権

V旺.製 造 と営 業 プ ラ ン
A.営 業 サ イ クル

B.地 理 的 重 要性
C.工 場,機 械 設 備

D.製 造 戦 略 とプ ラ ン
E.規 制 と法務

皿.経 営 チ ー ム
A.組 織
B.重 要 なマ ネ ジメ ン ト要 員

C.経 営者 の報 酬 と株 式 の 所有 権
D.そ の他 の投 資 家

E.雇 用 契 約 とそ の 他 の 契 約 条 項,ス

トック ・オプ シ ョン,ボ ー ナス プ ラ
ン

F.取 締役 会

G.他 の株 主,株 式 の権 利 行使 に関 わ る

制 限
H.顧 問 ア ドバ イザ ー を外 部 サ ー ビス

IX.全 体 的 な スケ ジュ ー ル

X.重 要 な リス ク,問 題 点,前 提 条 件

XI.フ ァイナ ンス ・プ ラ ン
A.実 績損 益 計 算 書 と貸 借 対 照 表

B.予 想損 益 計 算 書
C.予 想 貸借 対 照 表

D.予 想 キ ャ ッ シュ フ ロー 分析
E.損 益分 岐 点 分析

F.予 算管 理
G.総 括

XII.資 金調 達 の 詳細
A.必 要 資金

B.資 金調 達 の 方 法
C.資 本構 成

D.調 達資 金 の使 途
E.投 資家 の 投 資収 益

X皿.付 表
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3.2ベ ンチャー支援事業 ・政策に対する誤解 あるいは企業経営に関する認

識不足

この仮説は既 に述べ たように,ベ ンチャープラザinHOKKAIDOな どのベ

ンチャー支援事業について,起 業家が何 もしな くても,資 金,販 路,パ ー トナー

等を与えて くれる魔法のような救済政策であると勘違い している点や,起 業家

が投資家や業務提携先 とのネットワークの活用に対する消極的態度が,ベ ンチ

ャー起業の失敗の大 きな原因の一つではないか とするものである。 しか し,残

念なが らこのような起業家にあるまじき依存型の特質を,ベ ンチャー起業の失

敗原因 として直接的に明示 している既存研究は見当たらない。

しか し,起 業家が本来採るべ き行動か ら,反 面的にこのような誤解や認識不

足が,ベ ンチャー起業を失敗に導 くことは示すことができる。

(1)成 功する起業家の行動

『ベンチャー創造の理論と戦略』では,成 功する起業家に共通する姿勢 と共

通形態 として以下の点が指摘されている。

◇強い責任感 と強固な忍耐力が推進力 となって惜 しみな く働 き,コ ップに水

が半分 しかない と考えるよりも,ま だ半分あると考 える。

◇誠実さを追求し,競 争心に満ちて絶対に勝つことができるという強い思い

に燃えている。

◇現状 に満足せず,起 業機会で遭遇するあらゆる状況 を改善 しようとする。

◇失敗 を学習 として利用 し,完 壁であることよりも効率 を優先する。

◇ 自分の努力がベンチャーや人生を成功に導 くことができると信 じて疑わな

いo

つまり,要 約すると"責 任感"と"忍 耐力"が 強 く,"物 事 を前向きに捉え",

"誠実"で あ り
,"絶 対 に勝つ(絶 対 に成功する)"と の強い決意をもち,"決

して現状に満足せず常に物事 を改善し",失 敗 を恐れることなく"失 敗 を糧"

として"効 率性"を 優先 し,"自 助努力"に よってのみ"ベ ンチ ャーや人生が

成功 に導かれる"と 信 じて疑わない特質である。いうまでもな く,こ のような
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特質を持 った起業家が,"お 上"や"投 資家","起 業提携先"な どに自らの事

業の成功を委ねる依存的な特質を持つはずはない。

(2)資 金調達時の交渉

ベンチャー起業家が投資家あるいは銀行などの金融機関か ら資金調達を受け

る際,前 述 したビジネスプランが不可欠であることはいうまでもないが,成 功

する資金調達の特徴 として,テ ィモンズは,各 当事者の利益の意図を(ビ ジネ

スプランに)反 映するとともに,当 事者間の意思疎通 と解釈(理 解促進)の た

めの仕組み(シ ステム)を 構築することの重要性を挙げている。 また,起 業家

も金融機関を見極めるべ きであり,そ の際の金利以上 に重要な着眼点 として,

金融機関が どのような付加価値(情 報や人的ネッ トワーク)を 提供 して くれる

か,と いう点に注目しなければならないとしている。いずれにせ よ,資 金調達

は交渉事であ り,一 般的に起業家が考えているより多 くの事柄について交渉可

能 としている。ただしそのような交渉を成功 させるためには,資 金が必要にな

る以前か ら,金 融機関との信頼関係 を醸成 しておかなければならない と繰 り返

し述べている。さらに,信 頼関係 を醸成 ・維持するための注意事項 として,以

下のような項 目も指摘 している。

◇担当者はパー トナーと認識す る。

◇誠実,率 直な情報提供を心がけ,真 実を述べる。

◇業務の現場 を見学 して もらう。

◇与信限度枠,返 済期 日,財 務報告の提出には常に注意する。

なお,一 度の面談や交渉では,こ のような信頼関係に基づいたビジネスパー

トナーを獲得することはで きるはずもなく,場 合によっては数 ヶ月以上あるい

は平時か らの"つ きあい"や"情 報交換"が 必要 となる。ちなみに,米 国のベ

ンチャー企業においても,資 金不足(00C:OutOfCash)は 日本同様に大

きな現実的問題であり,資 金が不足 したときに,直 ぐに借 り入れられることは

少ないようで,資 金不足 までの残 り時間が少ないほど,起 業家の交渉力は低 く

なることが,調 査分析 されている。(図 表7参 照)
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最高

資金提供者
に対する起業
家の総体的
交渉能力

ゼ ロ

Now 十3十6十9

資金不足の到達所要 月数

図表7.資 金不足到達時点と起業家の交渉能力の関係

十12

これ らの点から,起 業家は投資家等 との関係構築を,積 極的に行 うのは必然

であ り,こ の積極性なしに,ベ ンチャー起業が成功するとは考えに くい。ただ

し,注 意 しなければならないのは,こ の起業家 と投資家あるいは業務提携先 と

の良好な関係を築 くためには,起 業家の積極 さだけでなく,投 資家 ・業務提携

先の事業機会発掘 に対する積極さも重要であり,現 状ではどうや らこち らも不

足 しているらしいとい う点である。ベ ンチ ャープラザinHOKKAIDOに 参加

した一部の起業家がアンケー トに次のように答えている点を重視 しなければな

らない。(図 表8参 照)

図表8.ベ ンチ ャー プ ラザinHOKKAIDO参 加 者 の意見 ・感 想

・発 表 が終 わ った あ と,消 化不 良 感が残 る。質 問責 め に会 う く らい の こ とを

期 待 して参 加 したが,聞 き手 は行 儀 よ く座 って いるだ けで面 白 くない。 し

か し,無 名 の我 々が実 業界 にデ ビューす る場 と して意 味が あ る。

・当該製 品 に対す る客 観 的 な意 見等 や ア ドバ イス な どを具 体 的 に して もらえ

る とあ りがた い。例 えば,類 似他 社 製 品 と比べ て この 辺が よい とか,こ の

辺 を改 良 した らよい とか。
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3.3事 業アイデアだけでは起業化 は成功 しないという点について

前節 までに述べた事柄 も,事 業アイデアだけではベ ンチャー起業は成功 しな

い ということを示 している。 しか し,ま だ述べていない重要な事柄 として,起

業家は"起 業機会"を 十分に認識すべ きである。

(1)起 業機会と事業アイデアの違いの認識

テ ィモンズは起業機会 と事業アイデアの違いを再三強調 している。事業 アイ

デアは起業機会の出発点であ り核ではあるが,す べてのアイデアが起業機会に

はなりえないとし,そ の違いを理解するためには,真 のアントレプレナーシッ

プがマーケッ ト志向のプロセスであることを理解する必要があるとしている。

そ して,こ の違いを熟知することが成功する起業家の要件であ り,成 功できな

い起業家は違いを熟知していないと明言 している。

起業機会 とは,言 い換 えると 「高付加価値の商品を顧客やエ ンドユーザーに

提供する行為 に基づ く社会に対する付加価値創造のプロセス」 とも言える。し

たがって,経 営環境の変化,情 報ギャップ,そ の他様々な状況 を起業家が適切

に認識 したうえで,タ イミングを見極めて事業化 しなければ,そ もそも起業機

会 とはな らない。さらにその際,継 続的な高マージン率あるいは高利益率を確

保できなければ成功 しないということである。

変化 ・変革の時代にこそビジネスチャンスがあるとよく言われるが,起 業機

会の認識とはまさにそのことである。矛盾 し混沌とした市場の中に,起 業機会

を見出さなければならないということである。市場や社会が完全に整然とした

成熟状態であれば,起 業機会はさほど生まれない。

ティモンズは,次 の ようにも述べている。つ まり,起 業家 にとってアイデア

は道具でしかありえないことである。一般に,ア イデアは製品やサービスの開

発,売 買契約の必要性に比べて過大評価 されることが,米 国で も多いそうであ

るが,単 なるひらめ きで成功するベンチ ャー起業は実際には稀 とのことである。

さらに,ア イデアはそれ自体無価値であ り,き わめて現象的であるとさえ述べ

ている。一方,発 明家は特にアイデアの虜になってそれを妄信 して しまう傾向
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があると,警 鐘 を鳴 らしている。

事業アイデアは,単 に事業の一視点で しかな く,事 業の成功および育成 自体

に焦点を当てなければならず,た とえ最良のアイデアであっても,ア イデアそ

れ 自体が成功をもた らすのではないとしている。

(2)起 業機会の評価

『ベンチャー創造の理論と戦略』では,起 業機会の認識や評価について詳し

く述べ られている。起業機会の認識や評価は,起 業家(潜 在的な起業家 も含め

る)が 広 く認識 しなければならないものであ り,3.1節 で示 した仮説(起 業

家の勉強不足)に 対応する内容 と考 えられるが,重 要性 は極めて高いと考えら

れるのでその一部を記す。

〔起業機会のリアルタイム性〕

起業機会は状況と時間の産物であ り,リ アルタイムに変化する。したがって,

起業機会を適切に認識するためには,個 々の事業アイデアに対 して,市 場 との

関係を評価 しなければならない。

一般 に
,市 場 と起業機会の関係は図表9に 示すように変化する。ベンチャー

起業家にとって,起 業機会 は,市 場が全 く存在 していない段階 と市場が成熟し

つつある段階では,

大 きいとは言いがた

い。つまり,市 場の

形成あるいは急成長

の予兆が存在 してい

るか,す くなくとも

急 成長 段 階 にお い

て,起 業機会が大 き

く広がっているので

ある。

市場規模

時間の経過

図表9.起 業 機会 の変 化
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〔起業機会の評価基準〕

起業機会の評価基準は多様である。図表10に示すような項目が起業機会に該

当しうる候補 としてティモンズは示 しているが,こ の中で3～4件 の項 目につ

いて高い優位性 ・潜在性 を確保 していれば,成 功する可能性が高いとのことで

あ る 。

図表10.起 業機会の評価基準

基準

業界と市場
市場
顧客
顧客の利益

付加価値
製品寿命

市場構造
市場規模
成長率
市場への供給能力
達成可能シェア(5年 目)

原価構成

経済的要件
損益分岐点到達/キ ャッシュ ・フローフロー
の黒字転換時期

潜在的投資収益率(ROD達 成度
必要投下資本
潜在的内部収益率
フリーキャッシュ ・フロー特性

売上成長率
資産依存度
必要運転資金
R&D/設 備投資
粗利益率

税引後利益率
損益分岐点到達時

ベンチャーの収穫

潜在的付加価値
企業価値の評価に用いる指標
出口のメカニズムと戦略
資本市場の影響

競 争の優 位性

固定費 と変動 費
コス ト ・価格 ・流通 チ ャネルの支配力

参入への障壁

占有権利 による保 護

レスポ ンスタイム/リ ー ドタイム

法律 ・契約上 の優位
コンタク ト ・ネ ッ トワー ク

主要 な経営 メ ンバー

経営チーム
起業家チーム
業界と技術の経験
誠実性

知識に関する実直性

致命的欠陥(無 いことが必要)

起業家の個人的指標
起業家の目標 と事業の適合性
アップサイド/ダ ウンサイド
機会原価
個人的願望

許容度
ス トレスに対する許容度

戦略的差別化

推進要件の適合度
経営チーム
サービス業務の管理
タイミング
革新的技術
柔軟性
継続的な起業機会の発掘

価格政策
流通チャネル

試行錯誤の許容度
経営チーム
サービス業務の管理
タイミング
革新的技術
柔軟性

継続的な起業機会の発掘
価格政策
流通チャネル
試行錯誤の許容度
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4.支 援方策に関する考察

前章で示 した内容 より,本 稿で示 したベンチャー起業の3つ の失敗要因に関

する仮説は検証されたと考える。本章では,具 体的な支援方策について考察す

る。その際支援対象は,実 際にベ ンチャー起業を試みている起業家だけでな く,

潜在的な起業家をも含める。また,支 援方策の実施主体は,ベ ンチャープラザ

in且OKKAIDOの 実施主体である北海道産業局や中小企業庁 だけでな く,中

小企業を支援すべき立場にいる公的機関(商 工会議所,商 工会,中 小企業支援

セ ンター等)お よび教育研修の充実とい う観点か ら各種大学校や大学を視野 に

入れることとする。

4.1支 援課題

(1)ベ ンチャー起業家の備えるべき資質

本稿ではベ ンチャー起業失敗 の原因について3つ の仮説を設定 し既存理論か

ら検証 したが,そ の過程で明らかとなった支援課題は"起 業家と起業家に協力

すべ き投資家や業務提携先が備 えるべ き資質お よび技能 ・知識の向上"に 集約

される。

起業家や投資家,業 務提携先が備えるべ き資質 と呼んだ部分は,属 人的な特

質(態 度や基本的考え方など)を 意味 してお り,通 常,こ れらの事柄(い わゆ

る"や る気")は 一般的な教育や研修では修得は難しいと考えられがちである。

しかし,テ ィモンズによると起業家が備えるべき"ビ ジネス実務上の倫理観"

の教育の有効性 は既に検証されていること示 されてお り,ハ ーバー ド・ビジネ

ススクールなどでは1988年 秋 「経営意思決定と倫理的価値」なるコースが成績

評価なしの必修科 目として設置されているようである。したがって,資 質につ

いての教育 ・研修内容や方法には研究 ・工夫の余地が多 く残されていると考え

られるが,実 施可能 ということになる。

起業家や投資家,業 務提携先が備えるべ き資質や技能 ・知識の向上が,教 育 ・

研修を通 じて可能であるとするならば,残 される課題は,端 的に言 えば次の2
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点となる。

・教育 ・研修内容や方法の研究 ・改善

・教育 ・研修機会の確保

(2)ベ ンチャー起業のための教育 ・研修内容の研究 ・改善

日本でも各大学でビジネススクールの設置がはじまりつつあ り,ビ ジネスマ

ンや起業家を対象 とした,実 践的な大学における教育が模索 されはじめている

が,米 国のMBA等 に比べると相当に遅れているのは事実であろう。米国にお

けるMBA教 育も,ま だ発展途上であり,決 して完成の域に近づきつつあるも

のではないと考えられるが,そ れでも日本は相当に遅れている。

その大 きな原因は,"象 牙の塔"と いう言葉に象徴 されるように,現 実のビ

ジネスや社会と大学 における研究内容の乖離である。ただし,こ の点について

も,徐 々に認識されつつあるようで,筆 者がそうであったように社会人を大学

院生 として向かえる大学 も増 えてお り,ま た,国 立大学においては"独 立行政

法人化"な どをきっかけとして改善のスピー ドが速まる可能性がある。

なお,ベ ンチ ャー起業家への研修内容について見ると,図 表6に 示 したビジ

ネスプランの記載項 目や図表10の 起業機会の評価基準 などか ら明 らかなとお

り,極 めて多岐にわたっている。 もちろん,日 本の起業家が身に付けるべき資

質や技能 ・知識 といった観点か ら,内 容 自身の精査 は必要であるが,そ れだけ

でなく,現 在の起業家が効率的に資質や技能 ・知識を身に付けるためには,教

育 ・研修内容を整理 し,カ リキュラム化する事が急務である。なお,教 育 ・研

修内容の精査の際には,既 に述べたように現実社会 との乖離 を最小化す る事が

不可欠 となるので,現 実社会の問題点を起業家だけでなく,い ろいろな関連機

関を通 じて,効 率的かつ タイムリーに大学が入手するためのシステム整備も必

要となる。

(3)教 育 ・研修機会の確保

仮に大学が現実社会を認識 し,優れた教育 ・研修内容 を準備できたとしても,
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通常の大学の講義を通 じてしか提供できないとすると,"宝 の持 ち腐れ"に な

りかねない。 したがって,学 部や大学院生に対する通常の講義だけではあきら

かに不十分である。

この点についても,既 に文部科学省 などの指導によって"公 開講座"や"リ

フレッシュ教育"な ど,社 会人を対象 とした講座が始 まっているがこちらもい

まだ不十分である。最近では,個 人的な勉強会として経営者等を集めた"勉 強

会"を 開催 している教官 も増えてきているようであるが,ま だまだ大きく広が

ってはいない。

教育 ・研修機会 を十分に確保 してい くためには,既 存の教育 ・研修主体 とし

て機能 している機関(商 工会議所,商 工会,各 種大学校等)と 大学が密な連携

を実現する必要がある。また場合によっては,個 別企業が行 う社内研修 におけ

る連携 も視野に入れる必要がある。 このような連携は,大 学 にとっても現実社

会の実状 を把握するための有効なチ ャネル/ア ンテナ として機能するはずであ

り,単 に大学が教育コンテンツを提供するだけという一方通行ではないはずで

ある。

なお,大 学同士の連携も不十分と考えられる。 より正確な言い方をすると,

異 なる大学の教官同士が,専 門分野の枠 を越 えて協力することによって,よ り

優れた研究を可能 とし,そ れによってより優れた教育 ・研修 コンテンッを提供

できるようになると考えられる。少子化にともない,現 代は,各 大学が生き残

りの方策を模索 している時代かもしれないが,競 合他社 との事業協力は現実の

ビジネスの世界では,も はやあた りまえの戦略の1つ になりつつあることか ら

も,大 学間の協力は推進されるべきである。

教育 ・研修 のためのッールあるいはメディアとして,イ ンターネ ット技術

(Web等)を 可能な限 り有効活用す ることも重要である。 インターネッ ト技

術の活用については,現 在E一 ラーニ ングとして注 目を集め始めているが,プ

ロー ドバ ンド回線の普及等にあわせて,内 容やシステムを充実 させ なければな

らない。これらのコンピュータ通信技術を活用 した教育 ・研修機会の確保 ・拡

大は,普 段から多忙であまり時間のとれない起業家等には有効なはずである。
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また,自 宅等で落ち着いてパソコンの前に座る時間もなかなかとれないという

人達のためには,1モ ー ドなどの携帯電話 を端末 としてインターネッ ト技術 を

活用する必然性があると考えられる。

4.2教 育 ・研修内容の充実について

(1)修 得 レベルに対する基準設定

前述したようにベ ンチャー起業 を支援するための教育 ・研修内容 は,起 業家

個人の資質にかかわる部分も含めざるをえない。さらに,そ れ以外の部分 も図

表6,10に 見 られるように広範で多様であるが,こ れらを起業家等が効率的に

身につけるための,カ リキュラムの体系を確立 しなければならない。

ただ し,そ れぞれの分野(マ ーケティングやファイナンス といった分野)1

つを取 り上げても,奥 は非常に深い。研究者や学者になるためには,深 い部分

まで修得する必然性は高いと思われるが,起 業家 として必要 とされるレベルは,

そこまで深 くないはずである。 したがって,教 育 ・研修内容のすべての分野 ・

項 目間におけるカリキュラム上の優先順位なども重要 となるが,同 時に個々の

分野 ・項目について も,目 的に応 じてどの程度を理解すれば,成 功確率が高 ま

るのか,明 らかにする必要性がある。基準の設定である。このような基準を明

らか にすることがで きれば,(基 準は経常的に見直す必要はあるものの)効 率

的な技能や知識の修得が可能となるはずである。

このような基準 を設定 してい くためには,教 授 した教育 ・研修内容が,現 実

世界においてどの程度,そ れぞれの問題解決等に役立ったかを計測 していかな

ければならない。これを実現するためには,大 学だけでは実現できず,再 三述

べているように,各 種関係機関や企業 との連携が不可欠 となる。

(2)内 容に応 じた教授方法の研究の必要性

教育 ・研修は,情 報的な観点か らみると,情 報あるいは知識(教 育 ・研修コ

ンテンツ)を 提供者(例 えば大学)が 被提供者(例 えば起業家)に 提供 し,十

分に理解 してもらうプロセスである。これを実際に実現す るためには,一 方通
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行的な情報提供(教 育 ・研修 コンテンツの提供)だ けではダメで,双 方向性が

当然のごとく要求される。

さらに,そ れだけではなく,提 供内容 と被提供者に応 じた,提 供方法(教 授

方法)に ついても研究 し,効 率的な方法を開発 しなくてはならない。細かなこ

とをいうと,情 報を提供する際の"喋 り方"な ども関係 してくるが,注 目すべ

きは,イ ンターネット技術の双方向性を前提 としたメディァ活用技術 と考えら

れる。

4.3い くつかの具体的な政策や事業のあり方について

教育 ・研修の問題は,あ る意味で人間にとって究極的な課題 とも言え,研 究

対象や範囲,残 されている課題は,膨 大である。 しかし,こ れまでの筆者 らの

経験 を通 じて,具 体的なベンチ ャー起業家支援事業や政策のあり方について気

の付 くところを以下に示す。

(1)ベ ンチ ャ ー プ ラ ザinHOKKAIDOに お け る起 業 家 支 援

ベ ンチ ャー プ ラ ザinHOKKAIDOの 最 大 の イベ ン トは 図 表1に 示 した とお

り,プ レゼ ンテ ー シ ョ ン(ビ ジ ネ ス プ ラ ンの発 表)で あ る。 現 在,ベ ン チ ャー

プ ラ ザinHOKKAIDOの プ レゼ ンテ ー シ ョ ン ま で の 流 れ は 図 表11の よ う に な

参加希望者の

参加申し込み

(ビジネスプ

ランの応募)

ビジネスプラン

の審査

審査 通過 者 に

よるプ レゼ ン

アー ン ヨン

ビジネスプラン(最 終版)に

対する(修 正)支 援

図 表11.現 在 のベ ンチ ャープ ラザinHOKKAIDOに お ける

ビジ ネス プ ラン支 援の タイ ミング
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っている。

つまり,ビ ジネスプランの事務審査に(一 応)合 格 した起業家に対 してのみ,

支援が行われている。 しか し,ベ ンチャー起業の成功確率を高めるためには,

図表12に 示すように,審査以前のタイミングで実施すべきとの強い意見が多い。

これによって,起 業家の底上げを図るだけでな く,よ り優れた事業アイデア(起

業機会にマッチ した事業 アイデア)を 埋没 させ る危険性 も低減すると考えられ

る。

参加希望者の

参加申し込み

(ビジネスプ

ランの応募)

ビジネスプランに対

する(修 正)支 援

ビジネス プ ラ ン

の審査

審査 通過者 に

よるプ レゼ ン

テ ー ン ヨン

図 表12.あ るべ きベ ンチ ャープ ラザinHOKKAIDOに お け る

ビジ ネス プ ラン支援 の タ イ ミング

(2)大 学と商工会議所および商工会 との教育 ・研修における連携と官の役割

商工会議所あるいは商工会には,そ れぞれの会員企業の経営指導にあたる"経

営指導員"と 呼ばれる方々がいる。商工会議所には大企業が多 く参加 している

場合 もあるが,全 体的にみると,商 工会議所および商工会の会員は中小企業で

あり,ベ ンチ ャーとい う言葉が広 く普及以前から,創 業支援 を実施 してきてい

る。 しかし,昨 今の不況や地方の高齢化,過 疎化などが進行 している現状にお

いては,創 業件数も減少 しつつある。

筆者が,か つて"経 営指導員"と して活躍された方か らヒアリングした話に

よると,昔 の経営指導員は,当 該地域の起業家の創業を成功に導 くため,あ ら

ゆる面での助言 ・支援を実際に実施されていたようである。ところが現在は,
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残念なが ら,経 営指導員の資質 ・技能が低下 し,十 分な助言 ・支援が行えなく

なってきているようである。商工会議所 は,独 立性の高い組織 なので,経 営指

導員の教育 ・研修 についてもそれぞれの商工会議所で検討 しなければならない

が,商 工会の場合は,い わゆる県連(北 海道の場合は"北 海道商工会連合会")

が,地 元都道府県の商工会経営指導員の資質 ・技能向上に対 して大 きな責任を

負っている。

商工会議所にせ よ商工会にせよ,創 業や起業化 も含めて地元中小企業の振興

や地元地域の活性化に対 して大きな役割 を担 っているため,経 営指導員の資

質 ・技能向上は急務 となっている。 このような組織 における教育 ・研修活動に

対 して,少 な くとも国公立の大学は少なか らず協力すべ きであると考えられる。

この協力は,単 なる一方通行的な協力ではなく,双 方向的な大学の研究活動に

おいても有益な情報のフィー ドバ ックが伴う形態で進む必要があると考えられ

る。

なおこのような連携 も,最 終的にはいわゆる"産 学官連携"の 一種 と考えら

れる。商工会議所や商工会は,官 的でもあ り産的でもあるため,産 学官の分類

に当てはめるのは難 しいか もしれないが,商工会議所や商工会の向こう側には,

多数の企業(多 くは中小零細企業)が 存在 している。また,商 工会議所 も商工

会も,中 央省庁や都道府県,自 治体の政策に応 じて動かざるをえない部分が多

いので,必 然的に官 も関係 している。現状 においては,官 は地域の中小零細企

業の実状等を必ず しも正確に捉 えきれておらず,し たがって,打 ち出される政

策も必ず しも100%適 切 とは言えない11)。本来的には,商 工会議所や商工会お

よび官は,地 域等の実状および国の実状 を正 しく捉 え,共 有 し,同 じ目的に沿

ってそれぞれの役割 を果たすべ きであるが,現 在のシステムはそれが実現され

ていない。これを,改 善するためにも,経 営指導員などの資質 ・技能などの向

上が不可欠であり,そ のためには大学等 との連携が必要 となるのであるが,こ

11)北 海道 商工 会 連合 会,『 平 成13年 度小 規 模企 業 振興 方 策検 討 委員 会報 告 書 一商工

会 ・商工 会連 合会 の生 き残 り戦 略』,2002年3月 。



ベンチャー起業の失敗要因に基づく考察 283

れらをコーディネー トするにあたって,そ の中心的な役割は"官"に あると考

えられる。

公設の試験所や研究所 と大学の連携がうまくいっていない問題 もこれに類す

る問題 として挙げられるであろう。

お わ りに

本稿では,筆 者 らの経験を通 じて,ベ ンチャー起業の失敗原因を基点 として,

その原因を仮説立案し,考 察 した結果,教 育 ・研修の改革 とも呼べる改善の必

要性に行 き着いた。その際,大 学はもちろんそれ以外の関係機関 との連携が重

要となることが考察の結果明らかにされた。これら一連の改革 ・改善は,ど れ

も現時点において,兆 候はみられるものの,明 瞭な結果や効果は示 されていな

い。この点か ら現代は,近 未来の新たなる日本に向けたモラトリアムの時代な

のか もしれないと痛感 したが,バ ブル崩壊以降10年 以上経過し,新 たなる世紀

を迎えた事に鑑みた場合,変 革への準備段階はそろそろ本当に終わりにして,

変革あるいは構造改革への具体的な活動が多角的に始まることを願 うばか りで

ある。


